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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象動脈が走行している被検者の第１部位において当該対象動脈の血管径又は血管断面
積（以下包括して「血管断面指標値」と称す。）を計測する血管断面指標値計測と、前記
第１部位とは異なる第２部位において前記被検者の血圧を計測する血圧計測とを、前記第
２部位が前記対象動脈が走行している部位であるか否かに応じて同時或いは時分割に行う
ことと、
　前記血管断面指標値計測による計測結果と前記血圧計測による計測結果とを用いて、血
管断面指標値から血圧を推定する血圧推定処理に係るパラメーターを校正することと、
　を含む血圧推定パラメーター校正方法。
【請求項２】
　前記対象動脈は橈骨動脈であり、
　前記第１部位は手首部であり、
　前記第２部位は上腕部であり、
　前記第１部位と前記第２部位とが同じ腕であるか否かに応じて前記血管断面指標値計測
と前記血圧計測とを同時或いは時分割に行うことを特徴とする、
　請求項１に記載の血圧推定パラメーター校正方法。
【請求項３】
　前記血管断面指標値計測では、所定時間の間、前記対象動脈の血管断面指標値を計測し
、
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　前記血圧計測では、収縮期血圧及び拡張期血圧を計測し、
　前記パラメーターを校正することは、
　前記所定時間の間の前記血管断面指標値計測の計測結果から、収縮期血管断面指標値及
び拡張期血管断面指標値を求めることと、
　前記収縮期血圧及び前記拡張期血圧と前記収縮期血管断面指標値及び前記拡張期血管断
面指標値とに基づいて前記パラメーターを校正することと、
　を含む、
　請求項１又は２に記載の血圧推定パラメーター校正方法。
【請求項４】
　請求項１～３の何れか一項に記載の血圧推定パラメーター校正方法を行った後に、前記
第１部位において前記対象動脈の血管断面指標値を計測する通常計測を行うことと、
　前記血圧推定パラメーター校正方法により校正されたパラメーターを用いて、前記通常
計測の計測結果から前記血圧推定処理を行って血圧を推定することと、
　を含む血圧計測方法。
【請求項５】
　血管径又は血管断面積を計測する血管断面指標値計測部と、血圧計測装置の計測時刻と
、を制御する制御部と、
　第１部位に設けられた前記血管断面指標値計測部へ前記制御部からの計測指示を伝える
第１伝達部と、
　前記第１部位とは異なる第２部位に設けられた前記血圧計測装置へ前記制御部からの計
測指示を伝える第２伝達部と、
　前記血管断面指標値計測部による計測結果と前記血圧計測装置による計測結果とを用い
て、血管断面指標値から血圧を推定する血圧推定処理に係るパラメーターを校正する校正
部と、を備え、
　前記制御部が、前記第１伝達部に計測指示を出す時刻と前記第２伝達部に計測指示を出
す時刻が異なる
　ことを特徴とする血圧計測装置
【請求項６】
　前記血圧計測装置が、前記血管断面指標値計測部が計測する血管の位置より心臓に近い
位置に設けられ、前記校正部による校正時に用いられる加圧血圧計である
　ことを特徴とする請求項５に記載の血圧計測装置
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血圧推定処理に係るパラメーターを校正する方法等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、超音波等を用いて血流や血管径、血圧を計測する装置や、血管の弾性率を計
測する装置が考案されている。これらの装置は、被検者に痛みや不快感を与えることなく
計測ができることを特徴としている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、血管径変化又は血管断面積変化と血圧変化とを非線形関係と
捉え、血管の硬さを表すスティフネスパラメーターと血管径又は血管断面積とから、血圧
を推定する手法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－４１３８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　上記の血管径や血管断面積、血圧といった生体情報は、天候や気温の変化といった外因
や、被検者の体調やストレスの度合といった内因によって時々刻々と変化する。そのため
、上記の相関特性も時々刻々と変化する。従って、固定・画一的な相関特性に基づいて血
圧を推定した場合、その推定結果は必ずしも信頼できる結果になるとは限らず、大きな誤
差を含み得る場合があった。
【０００６】
　本発明は上述した課題に鑑みて為されたものであり、血圧を正しく推定するための新し
い手法を提案することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以上の課題を解決するための第１の形態は、対象動脈が走行している被検者の第１部位
において当該対象動脈の血管径又は血管断面積（以下包括して「血管断面指標値」と称す
。）を計測する血管断面指標値計測と、前記第１部位とは異なる第２部位において前記被
検者の血圧を計測する血圧計測とを、前記第２部位が前記対象動脈が走行している部位で
あるか否かに応じて同時或いは時分割に行うことと、前記血管断面指標値計測による計測
結果と前記血圧計測による計測結果とを用いて、血管断面指標値から血圧を推定する血圧
推定処理に係るパラメーターを校正することと、を含む血圧推定パラメーター校正方法で
ある。
【０００８】
　また、他の形態として、対象動脈が走行している被検者の第１部位において当該対象動
脈の血管断面指標値を計測する血管断面指標値計測部と、前記第１部位とは異なる第２部
位において前記被検者の血圧を外部の血圧計測装置で計測する血圧計測の実行を促す血圧
計測誘導報知と、前記血管断面指標値計測部による計測実行とを制御する制御部であって
、前記第２部位が前記対象動脈が走行している部位であるか否かに応じて、前記血圧計測
装置による計測と前記血管断面指標値計測部による計測とを、同時或いは時分割に行うよ
うに制御する制御部と、前記血管断面指標値計測部による計測結果と前記血圧計測装置に
よる計測結果とを用いて、血管断面指標値から血圧を推定する血圧推定処理に係るパラメ
ーターを校正する校正部と、を備えた血圧計測装置を構成することとしてもよい。
【０００９】
　この第１の形態等によれば、対象動脈が走行している被検者の第１部位において当該対
象動脈の血管断面指標値を計測する血管断面指標値計測と、第１部位とは異なる第２部位
において被検者の血圧を計測する血圧計測とを、第２部位が対象動脈が走行している部位
であるか否かに応じて同時或いは時分割に行う。例えば、加圧血圧計を用いた血圧計測で
は、血圧の計測時に第２部位が加圧されて駆血されるため、第１部位において対象動脈の
血管断面指標値を正しく計測することが困難である。そのため、例えば、第２部位が対象
動脈が走行している部位である場合には、血管断面指標値計測と血圧計測とを時分割に行
うようにすると好適である。
【００１０】
　また、第１の形態等では、血管断面指標値計測による計測結果と血圧計測による計測結
果とを用いて、血管断面指標値から血圧を推定する血圧推定処理に係るパラメーターを校
正する。血管断面指標値及び血圧を実際に計測した計測結果を用いて血圧推定処理に係る
パラメーターが校正されるため、以降の血圧推定処理では被検者の血圧を正しく推定する
ことが可能となる。
【００１１】
　また、第２の形態として、第１の形態の血圧推定パラメーター校正方法において、前記
対象動脈は橈骨動脈であり、前記第１部位は手首部であり、前記第２部位は上腕部であり
、前記第１部位と前記第２部位とが同じ腕であるか否かに応じて前記血管断面指標値計測
と前記血圧計測とを同時或いは時分割に行うことを特徴とする、血圧推定パラメーター校
正方法を構成することとしてもよい。
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【００１２】
　この第２の形態によれば、橈骨動脈が走行している被検者の手首部において当該橈骨動
脈の血管断面指標値を計測する。また、上腕部において被検者の血圧を計測する。そして
、手首部と上腕部とが同じ腕であるか否かに応じて血管断面指標値計測と血圧計測とを同
時或いは時分割に行う。手首部と上腕部とが同じ腕（例えば右腕なら右腕。）である場合
は、上腕部で血圧を計測する際に上腕部で駆血されるため、手首部での血管断面指標値計
測と上腕部での血圧計測とを時分割に行うようにすると好適である。
【００１３】
　また、第３の形態として、第１又は第２の形態の血圧推定パラメーター校正方法におい
て、前記血管断面指標値計測では、所定時間の間、前記対象動脈の血管断面指標値を計測
し、前記血圧計測では、収縮期血圧及び拡張期血圧を計測し、前記パラメーターを校正す
ることは、前記所定時間の間の前記血管断面指標値計測の計測結果から、収縮期血管断面
指標値及び拡張期血管断面指標値を求めることと、前記収縮期血圧及び前記拡張期血圧と
前記収縮期血管断面指標値及び前記拡張期血管断面指標値とに基づいて前記パラメーター
を校正することと、を含む、血圧推定パラメーター校正方法を構成することとしてもよい
。
【００１４】
　この第３の形態によれば、血管断面指標値計測では、所定時間の間、対象動脈の血管断
面指標値を計測する。また、血圧計測では、収縮期血圧及び拡張期血圧を計測する。所定
時間の間の血管断面指標値計測の計測結果から、収縮期血管断面指標値及び拡張期血管断
面指標値を求める。そして、収縮期血圧及び拡張期血圧と収縮期血管断面指標値及び拡張
期血管断面指標値とに基づいて、血圧推定処理に係るパラメーターを校正する。これによ
り、血圧推定処理に係るパラメーターの校正を適切に行うことが可能となる。
【００１５】
　また、第４の形態として、第１～第３の何れかの形態の血圧推定パラメーター校正方法
を行った後に、前記第１部位において前記対象動脈の血管断面指標値を計測する通常計測
を行うことと、前記血圧推定パラメーター校正方法により校正されたパラメーターを用い
て、前記通常計測の計測結果から前記血圧推定処理を行って血圧を推定することと、を含
む血圧計測方法を構成することとしてもよい。
【００１６】
　この第４の形態によれば、上記の何れかの形態の血圧推定パラメーター校正方法を行っ
た後に、第１部位において対象動脈の血管断面指標値を計測する通常計測を行う。そして
、血圧推定パラメーター校正方法により校正されたパラメーターを用いて、通常計測の計
測結果から血圧推定処理を行って血圧を推定することで、被検者の血圧を正しく推定する
ことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】（１）超音波血圧計の概略構成図。（２）超音波血圧計を装着した状態図。
【図２】（１）上腕装着型加圧血圧計を装着した状態図。（２）手首装着型加圧血圧計を
装着した状態図。
【図３】超音波血圧計の機能構成の一例を示すブロック図。
【図４】メイン処理の流れを示すフローチャート。
【図５】校正用データ取得処理の流れを示すフローチャート。
【図６】超音波血圧計及び加圧血圧計の組合せの説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明を適用した実施形態として、被検者の手首を対象部位とし、対象動脈を橈骨動脈
として、被検者の血圧を計測する実施形態について説明する。本実施形態では、血管径を
血管断面指標値として説明するが、血管径の代わりに血管断面積を用いてもよい（その場
合、以下の文章中の「血管径」を「血管断面積」に置き換えて読めばよい。）。本発明を
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適用可能な形態が以下説明する実施形態に限定されるわけでないことは勿論である。
【００１９】
　１．概略構成
　図１（１）は、本実施形態における超音波血圧計１の概略構成を示す図である。超音波
血圧計１は、帯状部１５を用いて本体部を被検者の対象部位（特には手首）に装着可能に
構成されている。帯状部１５は、被検者の対象部位に装置本体を装着するための装着具で
あり、面ファスナーを備えたバンドや、測定部位を挟持するためのクリップ等を有して構
成される。超音波血圧計１は、被検者の右手首及び左手首の何れにも装着可能であるが、
本実施形態では、被検者の左手首に装着する場合を例に挙げて説明する。
【００２０】
　超音波血圧計１の本体部は、ヒンジ部１１を介して第１部位１Ａと第２部位１Ｂとが接
続されて構成されている。
【００２１】
　第１部位１Ａには、操作ボタン１２と、液晶表示器１３と、スピーカー１４とが設けら
れている。
【００２２】
　操作ボタン１２は、血圧の計測開始指示や、血圧の計測に係る各種諸量を被検者が操作
入力するために用いられる。
【００２３】
　液晶表示器１３には、超音波血圧計１による血圧の計測結果が表示される。表示方法と
しては、血圧の計測値を数値で表示することとしてもよいし、グラフなどで表示すること
としてもよい。
【００２４】
　スピーカー１４からは、血圧の計測に係る各種の音声ガイダンス等が音出力される。本
実施形態では、超音波血圧計１の校正に当たって加圧血圧計２による血圧の計測が必要と
なる。そのため、例えば、加圧血圧計２の着脱を指示する音声ガイダンスをスピーカー１
４から音出力させるなどしてもよい。
【００２５】
　第２部位１Ｂには、超音波センサー部２０が設けられている。超音波センサー部２０は
、超音波振動子をアレイ状に配列した超音波の送受信部である。超音波センサー部２０は
、送信部から数ＭＨｚ～数十ＭＨｚの超音波のパルス信号或いはバースト信号を、対象動
脈に向けて送信する。そして、対象動脈の前壁及び後壁からの反射波を受信部で受信し、
前壁及び後壁の反射波の受信時間差から、対象動脈の血管径を計測する。
【００２６】
　なお、図示を省略しているが、超音波血圧計１の本体部には、機器を統合的に制御する
ための制御基板が内蔵されている。制御基板には、マイクロプロセッサーやメモリー、超
音波の送受信に係る回路、内部バッテリー等が実装されている。
【００２７】
　図１（２）は、被検者の左手首に超音波血圧計１を装着した状態を示す図である。図１
（２）に示すように、超音波血圧計１は、超音波を送受信する計測面が手首の内側を向く
ような姿勢で被検者の手首に装着される。この際、超音波センサー部２０が設けられた第
２部位１Ｂが、被検者の手首の親指側にくるように装着される。これは、対象動脈を手首
の親指側を流れる橈骨動脈とし、その直上に超音波センサー部２０が位置するようにする
ためである。
【００２８】
　本実施形態では、超音波血圧計１とは別の外部の血圧計測装置を用いて、超音波血圧計
１を校正する。血圧計測装置としては種々の血圧計を適用可能であるが、本実施形態では
、オシロメトリック法を用いて収縮期血圧（最高血圧）及び拡張期血圧（最低血圧）を計
測可能に構成された加圧血圧計２（カフ型血圧計）を用いる。
【００２９】
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　この加圧血圧計２として、本実施形態では、上腕部に装着するタイプの上腕装着型加圧
血圧計２Ａと、手首部に装着するタイプの手首装着型加圧血圧計２Ｂとの２種類の加圧血
圧計２を想定する。この２種類の加圧血圧計２のどちらを用いるかは、被検者がどちらの
加圧血圧計２を保有しているかによる。つまり、被検者は、自身が保有している加圧血圧
計２を用いて、超音波血圧計１を校正することになる。
【００３０】
　図２（１）は、上腕装着型加圧血圧計２Ａの構成図である。上腕装着型加圧血圧計２Ａ
は、例えば、血圧を感知するカフと装置本体とが別体として構成され、カフを被検者の上
腕に巻き付け、上腕動脈の血圧を計測する。上腕装着型加圧血圧計２Ａは、被検者の右上
腕部及び左上腕部の何れかに装着可能である。
【００３１】
　図２（２）は、手首装着型加圧血圧計２Ｂの構成図である。手首装着型加圧血圧計２Ｂ
は、血圧を感知するカフと装置本体とが一体的に構成され、カフを被検者の手首に巻き付
け、手首動脈の血圧を計測する。本実施形態では超音波血圧計１を左手首に装着するため
、手首装着型加圧血圧計２Ｂを用いる場合は、被検者の右手首に装着することとなる。
【００３２】
　加圧血圧計２を装着した状態で、被検者の第１部位において対象動脈の血管径を計測す
る血管径計測と、第１部位とは異なる第２部位において被検者の血圧を計測する血圧計測
とを、第２部位が対象動脈が走行している部位であるか否かに応じて、同時或いは時分割
に行う。そして、血管径計測による計測結果と血圧計測による計測結果とを用いて、血管
径から血圧を推定する血圧推定処理に係るパラメーターの値を校正する。
【００３３】
　本実施形態では、被検者の左手首部を第１部位とし、左腕の橈骨動脈を対象動脈として
血管径計測を行う。この場合、対象動脈が走行している部位は左上腕部であり、対象動脈
が走行していない部位は右上腕部及び右手首部となる。左上腕部を第２部位とし、上腕装
着型加圧血圧計２Ａを用いて校正を行う場合は、カフによる加圧により左上腕部で駆血さ
れるため、同時に左手首部で橈骨動脈の血管径を正しく計測することができなくなる。そ
こで、この場合には、血管径計測と血圧計測とを時分割で行う。
【００３４】
　一方、右上腕部を第２部位として上腕装着型加圧血圧計２Ａを用いて校正を行う場合と
、右手首部を第２部位として手首装着型加圧血圧計２Ｂを用いて校正を行う場合とでは、
上記のような問題は生じない。つまり、カフによる加圧により右上腕部や右手首部が駆血
されたとしても、左手首部を走行する橈骨動脈には影響しないため、血管径計測と血圧計
測とを同時に行うことができる。
【００３５】
　また、本実施形態では、血管径から血圧を推定する血圧推定処理に係るパラメーターを
校正する。血管径から血圧を推定するためには、血管径と血圧とを結びつける相関特性を
利用することができる。血管径と血圧とは、例えばある非線形な相関特性で結びつけるこ
とが可能である。
【００３６】
　具体的には、血管に掛かる圧力と、各血圧時における血管径とを用いて、例えば次式（
１）のような相関式で相関特性を表すことができる。
　　　Ｐ＝Ｐｄ・ｅｘｐ［β（Ｄ／Ｄｄ－１）］・・・（１）
　　　但し、β＝ｌｎ（Ｐｓ／Ｐｄ）／（Ｄｓ／Ｄｄ－１）
【００３７】
　ここで、「Ｐｓ」は収縮期血圧であり、「Ｐｄ」は拡張期血圧である。また、「Ｄｓ」
は収縮期血圧のときの血管径である収縮期血管径であり、「Ｄｄ」は拡張期血圧のときの
血管径である拡張期血管径である。また、「β」はスティフネスパラメーターと呼ばれる
血管弾性指標値である。
【００３８】
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　本実施形態では、被検者の第１部位（例えば左手首部）での血管径計測による計測結果
と、被検者の第２部位（例えば左上腕部）での血圧計測による計測結果とを用いて、上記
のスティフネスパラメーター「β」を校正する。このスティフネスパラメーター「β」は
、血管断面指標値から血圧を推定する血圧推定処理に係るパラメーターの一種である。
【００３９】
　スティフネスパラメーター「β」を校正することができれば、このスティフネスパラメ
ーター「β」と、校正時に求めた拡張期血圧「Ｐｄ」及び拡張期血管径「Ｄｄ」とを用い
ることで、血管径「Ｄ」と血圧「Ｐ」とを結び付ける式（１）の相関式を定めることがで
きる。以降の血圧推定処理では、超音波を用いて計測した血管径「Ｄ」を相関式に代入す
ることで、血圧「Ｐ」を推定することができる。
【００４０】
　２．機能構成
　図３は、超音波血圧計１の機能構成の一例を示すブロック図である。超音波血圧計１は
、上記の血圧推定パラメーター校正方法を用いて血圧推定処理に係るパラメーターを校正
するとともに、校正したパラメーターを用いて血圧推定処理を行って血圧を推定する血圧
計測装置である。
【００４１】
　超音波血圧計１は、超音波センサー部２０と、第１入力部４０と、第２入力部６０と、
処理部１００と、操作部２００と、表示部３００と、音出力部４００と、通信部５００と
、時計部６００と、記憶部８００とを有して構成される。
【００４２】
　超音波センサー部２０は、超音波の送受信部であり、超音波の送受信回路を有して構成
される。送受信回路は、例えば、送受信制御部１２０から出力される送受信制御信号に従
って、超音波の送信モードと受信モードとを時分割方式で切り替えて超音波を送受信する
。
【００４３】
　送受信回路は、送信用の構成として、所定周波数のパルス信号を生成する超音波発振回
路や、生成されたパルス信号を遅延させる送信遅延回路等を有して構成される。また、受
信用の構成として、受信信号を遅延させる受信遅延回路や、受信信号から所定の周波数成
分を抽出するフィルター、受信信号を増幅する増幅器等を有して構成される。
【００４４】
　第１入力部４０は、上腕装着型加圧血圧計２Ａと接続して、当該上腕装着型加圧血圧計
２Ａによって計測された血圧の計測値を入力する入力部である。
【００４５】
　第２入力部６０は、手首装着型加圧血圧計２Ｂと接続して、当該手首装着型加圧血圧計
２Ｂによって計測された血圧の計測値を入力する入力部である。
【００４６】
　処理部１００は、超音波血圧計１の各部を統括的に制御する制御装置及び演算装置であ
り、ＣＰＵ（Central Processing Unit）やＤＳＰ（Digital Signal Processor）等のマ
イクロプロセッサーや、ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）等を有
して構成される。
【００４７】
　処理部１００は、主要な機能部として、送受信制御部１２０と、血管径算出部１３０と
、制御部１４０と、校正部１５０と、血圧推定部１６０とを有する。但し、これらの機能
部は一実施例として記載したものに過ぎず、必ずしもこれら全ての機能部を必須構成要素
としなければならないわけではない。また、これら以外の機能部を必須構成要素としても
よいことは勿論である。
【００４８】
　送受信制御部１２０は、超音波センサー部２０による超音波の送受信を制御する。具体
的には、超音波センサー部２０に対して送受信制御信号を出力し、上記の送信モードと受
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信モードとを切り替える制御を行う。
【００４９】
　血管径算出部１３０は、超音波センサー部２０から入力した信号処理結果に基づいて、
対象動脈の血管径を算出する。具体的には、対象動脈の前壁及び後壁からの超音波の反射
波の受信時間差を検出することで、対象動脈の血管径を算出する。血管径算出部１３０は
、拡張期血管径を算出する拡張期血管径算出部１３１と、収縮期血管径を算出する収縮期
血管径算出部１３３とを機能部として有する。
【００５０】
　超音波センサー部２０と、送受信制御部１２０と、血管径算出部１３０とによって、対
象部位における対象動脈の血管径を計測する血管径計測部１１０が構成される。血管径計
測部１１０は、対象動脈が走行している被検者の第１部位において当該対象動脈の血管断
面指標値を計測する血管断面指標値計測部の一種である。血管径計測部１１０は、血管径
を連続的に計測可能に構成されている。血管径を連続的に計測する手法としては、例えば
、位相差トラッキング法を適用することができる。なお、位相差トラッキング法それ自体
は従来公知であるため、詳細については説明を省略する。
【００５１】
　制御部１４０は、第１部位とは異なる第２部位において被検者の血圧を加圧血圧計２で
計測する血圧計測の実行を促す血圧計測誘導報知と、血管径計測部１１０による計測実行
とを制御する制御部である。また、制御部１４０は、第２部位が対象動脈が走行している
部位であるか否かに応じて、加圧血圧計２による計測と血管径計測部１１０による計測と
を、同時或いは時分割に行うように制御する。
【００５２】
　校正部１５０は、血圧計測装置による計測結果と血管径計測部１１０による計測結果と
を用いて、血管径から血圧を推定する血圧推定処理に係るパラメーターである相関式パラ
メーターを校正する。
【００５３】
　血圧推定部１６０は、血管径計測部１１０によって計測された血管径と、校正部１５０
によって構成された相関式パラメーターに基づき定められる相関式とを用いて、被検者の
血圧を推定する血圧推定処理を行う。血圧推定部１６０は、拡張期血圧を推定する拡張期
血圧推定部１６１と、収縮期血圧を推定する収縮期血圧推定部１６３とを機能部として有
する。
【００５４】
　操作部２００は、ボタンスイッチ等を有して構成される入力装置であり、押下されたボ
タンの信号を処理部１００に出力する。この操作部２００の操作により、血管径の計測開
始指示等の各種指示入力がなされる。操作部２００は、図１の操作ボタン１２に相当する
。
【００５５】
　表示部３００は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等を有して構成され、処理部１０
０から入力される表示信号に基づく各種表示を行う表示装置である。表示部３００には、
血圧推定部１６０による血圧の推定結果等が表示される。表示部３００は、図１の液晶表
示器１３に相当する。
【００５６】
　音出力部４００は、処理部１００から入力される音出力信号に基づく各種音出力を行う
音出力装置である。音出力部４００は、図１のスピーカー１４に相当する。
【００５７】
　通信部５００は、処理部１００の制御に従って、装置内部で利用される情報を外部の情
報処理装置との間で送受するための通信装置である。通信部５００の通信方式としては、
所定の通信規格に準拠したケーブルを介して有線接続する形式や、クレイドルと呼ばれる
充電器と兼用の中間装置を介して接続する形式、近距離無線通信を利用して無線接続する
形式等、種々の方式を適用可能である。上腕装着型加圧血圧計２Ａや手首装着型加圧血圧



(9) JP 5900129 B2 2016.4.6

10

20

30

40

50

計２Ｂとの接続が通信接続となる場合には、第１入力部４０及び第２入力部６０が通信部
５００となる。
【００５８】
　時計部６００は、水晶振動子及び発振回路でなる水晶発振器等を有して構成され、時刻
を計時する計時装置である。時計部６００の計時時刻は、処理部１００に随時出力される
。
【００５９】
　記憶部８００は、ＲＯＭ（Read Only Memory）やフラッシュＲＯＭ、ＲＡＭ（Random A
ccess Memory）等の記憶装置を有して構成される。記憶部８００は、超音波血圧計１のシ
ステムプログラムや、送受信制御機能、血管径計測機能、血圧推定機能といった各種機能
を実現するための各種プログラム、データ等を記憶している。また、各種処理の処理中デ
ータ、処理結果などを一時的に記憶するワークエリアを有する。
【００６０】
　記憶部８００には、プログラムとして、例えば、処理部１００によって読み出され、メ
イン処理（図４参照）として実行されるメインプログラム８１０が記憶されている。メイ
ンプログラム８１０は、校正用データ取得処理（図５参照）として実行される校正用デー
タ取得プログラム８１１をサブルーチンとして含む。これらの処理については、フローチ
ャートを用いて詳細に後述する。
【００６１】
　また、記憶部８００には、データとして、装着部位設定データ８２０と、校正用データ
８３０と、相関式パラメーターデータ８４０と、血管径ロギングデータ８５０と、血圧推
定結果データ８６０とが記憶される。
【００６２】
　装着部位設定データ８２０は、被検者が超音波血圧計１や上腕装着型加圧血圧計２Ａ、
手首装着型加圧血圧計２Ｂを装着する部位に係る設定データである。この装着部位設定デ
ータ８２０は、例えば初期設定として、操作部２００を介して被検者によって操作入力さ
れる。
【００６３】
　校正用データ８３０は、相関式パラメーターの校正を行うために用いられるデータであ
り、血圧計測データ８３１と、血管径計測データ８３３と、特性値データ８３５とがこれ
に含まれる。
【００６４】
　血圧計測データ８３１は、校正用データ取得処理において、加圧血圧計２の血圧計測に
よる計測結果のデータであり、拡張期血圧及び収縮期血圧の計測結果がこれに含まれる。
【００６５】
　血管径計測データ８３３は、校正用データ取得処理において、超音波センサー部２０の
検出結果に基づいて血管径算出部１３０により算出された血管径の算出結果のデータであ
り、拡張期血管径と収縮期血管径とがこれに含まれる。
【００６６】
　特性値データ８３５は、血圧計測データ８３１に記憶された血圧の計測結果と、血管径
計測データ８３３に記憶された血管径の計測結果とを対応付けた特性値が記憶されたデー
タである。特性値には、拡張期血圧と拡張期血管径とを対応付けた拡張期特性値と、収縮
期血圧と収縮期血管径とを対応付けた収縮期特性値とが含まれる。これらの特性値は、相
関式パラメーターを校正するために用いられる。
【００６７】
　相関式パラメーターデータ８４０は、血管径と血圧の相関特性を表す相関式のパラメー
ター値が記憶されたデータである。例えば、式（１）におけるスティフネスパラメーター
「β」がこれに含まれる。
【００６８】
　血管径ロギングデータ８５０は、血管径計測部１１０によって計測された血管径のロギ
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ングデータである。例えば、所定の時間間隔毎のタイミングで血管径計測部１１０によっ
て計測された血管径が、計測時刻と対応付けて時系列に記憶される。
【００６９】
　血圧推定結果データ８６０は、血圧推定部１６０が血圧推定処理を行うことで推定した
血圧の推定結果が記憶されたデータである。
【００７０】
　３．処理の流れ
　図４は、処理部１００が、記憶部８００に記憶されているメインプログラム８１０に従
って実行するメイン処理の流れを示すフローチャートである。
【００７１】
　最初に、処理部１００は、初期設定を行う（ステップＡ１）。具体的には、操作部２０
０を介して被検者によって入力される装着部位に基づいて、超音波血圧計１の装着腕、使
用する加圧血圧計２の種別及び当該加圧血圧計２の装着腕を設定し、装着部位設定データ
８２０として記憶部８００に記憶させる。
【００７２】
　次いで、処理部１００は、校正用データの取得タイミングであるか否かを判定する（ス
テップＡ３）。この校正用データの取得タイミングは、例えば、１日２回のある決められ
た時刻（例えば朝８時と夕方６時）を設定しておくことができる。
【００７３】
　校正用データの取得タイミングであると判定した場合は（ステップＡ３；Ｙｅｓ）、制
御部１４０が、第１部位とは異なる第２部位において被検者の血圧を外部の血圧計測装置
（加圧血圧計２）で計測する血圧計測の実行を促す血圧計測誘導報知を行う（ステップＡ
５）。そして、処理部１００は、記憶部８００に記憶されている校正用データ取得プログ
ラム８１１に従って、校正用データ取得処理を行う（ステップＡ７）。
【００７４】
　図５は、校正用データ取得処理の流れを示すフローチャートである。
　最初に、処理部１００は、加圧血圧計２の種別を判定し（ステップＢ１）、種別が上腕
装着型加圧血圧計２Ａであると判定した場合は（ステップＢ１；上腕装着型）、超音波血
圧計１と上腕装着型加圧血圧計２Ａの装着腕を判定する（ステップＢ３）。装着腕が異な
ると判定した場合（ステップＢ３；異なる）、処理部１００は、同時方式による校正用デ
ータの取得処理を行う（ステップＢ５～Ｂ１７）。
【００７５】
　この同時方式による処理では、処理部１００は、操作部２００の加圧血圧計２による血
圧計測の開始確認ボタンが押下されたか否かを判定する（ステップＢ５）。処理部１００
は、開始確認ボタンが押下されるまで待機し（ステップＢ５；Ｎｏ）、開始確認ボタンが
押下されたことを検出すると（ステップＢ５；Ｙｅｓ）、超音波による血管径の計測を開
始し、その計測結果を血管径計測データ８３３として校正用データ８３０に記憶させる（
ステップＢ７）。
【００７６】
　次いで、処理部１００は、操作部２００の加圧血圧計２による血圧計測の終了確認ボタ
ンが押下されたか否かを判定する（ステップＢ９）。処理部１００は、終了確認ボタンが
押下されるまで待機し（ステップＢ９；Ｎｏ）、終了確認ボタンが押下されたことを検出
すると（ステップＢ９；Ｙｅｓ）、超音波による血管径の計測を終了する（ステップＢ１
１）。
【００７７】
　上腕装着型加圧血圧計２Ａによって血圧の計測を行うには、数十秒程度の時間を要する
。ステップＢ５～Ｂ１１の一連の処理では、上腕装着型加圧血圧計２Ａによる血圧の計測
を開始してから血圧の計測が終了するまでの間、血管径計測部１１０が血管径を連続的に
計測する。
【００７８】
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　ステップＢ１１の後、処理部１００は、第１入力部４０を介して上腕装着型加圧血圧計
２Ａから血圧の計測値を入力し、血圧計測データ８３１として校正用データ８３０に記憶
させる（ステップＢ１３）。
【００７９】
　次いで、処理部１００は、血管径の代表値を決定する（ステップＢ１５）。例えば、上
腕装着型加圧血圧計２Ａによる血圧の計測が開始されてから計測が終了するまでの期間に
血管径計測部１１０によって連続的に計測された血管径の平均値を算出して代表値に決定
する。この代表値の決定は、拡張期血管径及び収縮期血管径のそれぞれについて行う。
【００８０】
　なお、血管径の代表値の決定方法はこれに限られるわけではない。例えば、上腕装着型
加圧血圧計２Ａが収縮期血圧と判定した同時期の血管径を収縮期血管径の代表値に決定し
、上腕装着型加圧血圧計２Ａが拡張期血圧と判定した同時期の血管径を拡張期血管径の代
表値に決定してもよい。上腕装着型加圧血圧計２Ａは、圧脈波の変化に基づいて収縮期血
圧及び拡張期血圧を判定する。この場合、収縮期血圧及び拡張期血圧と判定した判定時刻
を上腕装着型加圧血圧計２Ａから取得し、当該判定時刻と血管径計測部１１０の計測時刻
とを照らし合わせて、代表値とする血管径を選択・決定すればよい。
【００８１】
　次いで、処理部１００は、ステップＢ１３で入力した血圧の入力値とステップＢ１５で
決定した血管径の代表値とを対応付けた特性値を、特性値データ８３５として校正用デー
タ８３０に記憶させる（ステップＢ１７）。具体的には、加圧血圧計２から入力した収縮
期血圧と収縮期血管径の代表値とを対応付けた収縮期特性値、及び、加圧血圧計２から入
力した拡張期血圧と拡張期血管径の代表値とを対応付けた拡張期特性値を、それぞれ特性
値データ８３５として記憶させる。これにより、同時方式による処理は終了となる。そし
て、処理部１００は、校正用データ取得処理を終了する。
【００８２】
　一方、ステップＢ１において加圧血圧計２の種別が手首装着型であると判定した場合（
ステップＢ１；手首装着型）、又は、ステップＢ３において超音波血圧計１と加圧血圧計
２の装着腕が同じであると判定した場合は（ステップＢ３；同じ）、処理部１００は、時
分割方式による校正用データの取得処理を行う（ステップＢ１９～Ｂ３３）。
【００８３】
　この時分割方式による処理では、処理部１００は、操作部２００の加圧血圧計２による
血圧計測の開始確認ボタンが押下されたか否かを判定する（ステップＢ１９）。処理部１
００は、開始確認ボタンが押下されるまで待機し（ステップＢ１９；Ｎｏ）、開始確認ボ
タンが押下されたことを検出すると（ステップＢ１９；Ｙｅｓ）、操作部２００の加圧血
圧計２による血圧計測の終了確認ボタンが押下されたか否かを判定する（ステップＢ２１
）。
【００８４】
　処理部１００は、終了確認ボタンが押下されるまで待機し（ステップＢ２１；Ｎｏ）、
終了確認ボタンが押下されたことを検出すると（ステップＢ２１；Ｙｅｓ）、血管径計測
部１１０が、超音波による血管径の計測を開始する（ステップＢ２３）。
【００８５】
　処理部１００は、所定時間分（例えば１０～３０秒分）の血管径の計測結果が取得でき
るまで待機し（ステップＢ２５；Ｎｏ）、取得できたと判定した場合は（ステップＢ２５
；Ｙｅｓ）、超音波による血管径の計測を終了する（ステップＢ２７）。
【００８６】
　その後、処理部１００は、第１入力部４０又は第２入力部６０を介して上腕装着型加圧
血圧計２Ａ又は手首装着型加圧血圧計２Ｂから血圧の計測値を入力し、血圧計測データ８
３１として校正用データ８３０に記憶させる（ステップＢ２９）。
【００８７】
　次いで、処理部１００は、血管径の代表値を決定する（ステップＢ３１）。この場合は
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、例えば、上記の所定時間の間に血管径計測部１１０によって連続的に計測された血管径
を平均して代表値に決定する。この代表値の決定は、拡張期血管径及び収縮期血管径のそ
れぞれについて行う。
【００８８】
　その後、処理部１００は、ステップＢ２９で入力した血圧の入力値とステップＢ３１で
決定した血管径の代表値とを対応付けた特性値を、特性値データ８３５として校正用デー
タ８３０に記憶させる（ステップＢ３３）。この場合も、拡張期特性値と収縮期特性値と
のそれぞれを特性値データ８３５に記憶させる。これにより、時分割方式による処理は終
了となる。そして、処理部１００は、校正用データ取得処理を終了する。
【００８９】
　図４のメイン処理に戻り、校正用データ取得処理を行った後、制御部１４０は、校正用
データの取得が完了したことを被検者に報知する校正用データ取得完了報知を行う（ステ
ップＡ９）。
【００９０】
　次いで、処理部１００は、血管径の計測タイミングであるか否かを判定し（ステップＡ
１１）、計測タイミングであると判定した場合は（ステップＡ１１；Ｙｅｓ）、血管径計
測部１１０が超音波を用いた血管径の通常計測を行う（ステップＡ１３）。そして、血管
径計測部１１０は、この通常計測の計測結果を血管径ロギングデータ８５０に記憶させる
（ステップＡ１５）。
【００９１】
　その後、処理部１００は、操作部２００を介して被検者から血圧の計測指示がなされた
か否かを判定する（ステップＡ１７）。そして、血圧の計測指示がなされたと判定した場
合は（ステップＡ１７；Ｙｅｓ）、校正部１５０が、校正用データ８３０に記憶されてい
る最新の特性値データ８３５を用いて相関式パラメーターを校正し、相関式パラメーター
データ８４０に記憶させる（ステップＡ１９）。具体的には、特性値データ８３５に記憶
されている拡張期特性値と収縮期特性値とに基づいて、式（１）におけるスティフネスパ
ラメーター「β」を算出し、相関式パラメーターデータ８４０に記憶させることで校正す
る。
【００９２】
　次いで、血管径計測部１１０が、超音波を用いた血管径の通常計測を行う（ステップＡ
２１）。そして、血圧推定部１６０は、この通常計測の計測結果から血圧推定処理を行っ
て被検者の血圧を推定する（ステップＡ２３）。具体的には、ステップＡ２１の通常計測
で求めた血管径と、ステップＡ１９で校正した相関式パラメーターに基づき定められる相
関式とを用いて、被検者の血圧を推定する。そして、処理部１００は、血圧の推定結果を
表示部３００に表示させる（ステップＡ２５）。
【００９３】
　その後、処理部１００は、血圧の集計タイミングであるか否かを判定する（ステップＡ
２７）。この血圧の集計タイミングは、例えば毎日決められた時刻（例えば夜の９時）と
することができる。血圧の集計タイミングであると判定した場合は（ステップＡ２７；Ｙ
ｅｓ）、校正部１５０が、校正用データ８３０に記憶されている当日分の特性値データ８
３５を用いて相関式パラメーターを校正し、相関式パラメーターデータ８４０に記憶させ
る（ステップＡ２９）。
【００９４】
　次いで、血圧推定部１６０が、血管径ロギングデータ８５０から血圧推定処理を行って
被検者の血圧を推定する（ステップＡ３１）。具体的には、血管径ロギングデータ８５０
に記憶されている各計測時刻における血管径と、ステップＡ２９で校正した相関式パラメ
ーターに基づき定められる相関式とを用いて、各計測時刻における被検者の血圧を遡及的
に推定する。そして、処理部１００は、血圧の推定結果の時系列変化をグラフ化して表示
部３００に表示させた後（ステップＡ３３）、メイン処理を終了する。
【００９５】
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　ステップＡ３において校正用データの取得タイミングではないと判定した場合は（ステ
ップＡ３；Ｎｏ）、処理部１００は、ステップＡ１１へと移行する。また、ステップＡ１
１において血管径の計測タイミングではないと判定した場合は（ステップＡ１１；Ｎｏ）
、処理部１００は、ステップＡ１７へと移行する。
【００９６】
　ステップＡ１７において血圧の計測指示がなされなかったと判定した場合は（ステップ
Ａ１７；Ｎｏ）、処理部１００は、ステップＡ２７へと移行する。また、ステップＡ２７
において血圧の集計タイミングではないと判定した場合は（ステップＡ２７；Ｎｏ）、処
理部１００は、ステップＡ３に戻る。
【００９７】
　４．作用効果
　本実施形態によれば、対象動脈が走行している被検者の第１部位において当該対象動脈
の血管径を計測する血管径計測と、第１部位とは異なる第２部位において被検者の血圧を
計測する血圧計測とを、第２部位が対象動脈が走行している部位であるか否かに応じて同
時或いは時分割に行う。
【００９８】
　具体的には、超音波血圧計１において、血管径計測部１１０（血管断面指標値計測部）
は、被検者の左手首部（第１部位）において橈骨動脈（対象動脈）の血管径を計測する。
また、制御部１４０は、左手首部とは異なる第２部位（右上腕部、左上腕部又は右手首部
）において被検者の血圧を加圧血圧計２（外部の血圧計測装置）で計測する血圧計測の実
行を促す血圧計測誘導報知と、血管径計測部１１０による計測実行とを制御する。そして
、制御部１４０は、加圧血圧計２を装着した部位が左腕の橈骨動脈が走行している部位で
あるか否かに応じて、加圧血圧計２による計測と血管径計測部１１０による計測とを、同
時或いは時分割に行うように制御する。
【００９９】
　超音波血圧計１と加圧血圧計２との装着腕が同じ腕である場合には、血圧計測時におけ
る上腕部の加圧により駆血されるため、手首部で血管径を正しく計測することができなく
なる。そこで、この場合は、手首部での血管径計測と上腕部での血圧計測とを時分割に行
う。それに対し、超音波血圧計１と加圧血圧計２との装着腕が異なる腕である場合は、加
圧血圧計２による血圧計測は血管径計測部１１０による血管径計測に影響を与えないため
、手首部での血管径計測と上腕部での血圧計測とを同時に行うことができる。
【０１００】
　また、校正部１５０は、血管径計測部１１０による計測結果と加圧血圧計２による計測
結果とを用いて、血管径から血圧を推定する血圧推定処理に係るパラメーターを校正する
。このようにして校正したパラメーターを用いて血圧推定処理を行うことで、被検者の血
圧を正しく推定することが可能となる。
【０１０１】
　５．変形例
　本発明を適用可能な実施例は、上記の実施例に限定されることなく、本発明の趣旨を逸
脱しない範囲で適宜変更可能であることは勿論である。以下、変形例について説明する。
【０１０２】
　５－１．血管断面指標値
　上記の実施形態では、血管径を血管断面指標値とする場合の実施形態について説明した
が、血管断面積を血管断面指標値としてもよい。血管断面積と血圧との相関特性は、例え
ば式（１）において血管径「Ｄ」を血管断面積「Ｓ」に置き換えることで同様に定義する
ことができる。
【０１０３】
　この場合は、血管断面積計測による計測結果と血圧計測による計測結果とを用いて、上
記の実施形態と同様に、血管断面積から血圧を推定する血圧推定処理に係るパラメーター
（例えばスティフネスパラメーター）を校正するようにすればよい。
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【０１０４】
　５－２．計測対象の動脈
　上記の実施形態では、計測対象の動脈を手首の橈骨動脈として説明したが、それ以外の
動脈を計測対象の動脈としてもよいことは勿論である。例えば、橈骨動脈以外の四肢動脈
を計測対象の動脈としてもよい。
【０１０５】
　５－３．血管径の計測方法
　上記の実施形態では、血管径の計測方法を、超音波を利用した計測方法として説明した
が、血管径の計測方法はこれに限られないことは勿論である。例えば、発光素子から所定
波長の光を対象動脈に向けて照射した際の対象動脈からの反射光を受光し、信号処理する
ことで、対象動脈の血管径を計測する手法を採用してもよい。
【０１０６】
　５－４．血圧計測装置
　上記の実施形態では、オシロメトリック法を用いて血圧を計測するカフ型血圧計を血圧
計測装置の一例として説明したが、血圧計測装置がこれに限られないことは勿論である。
例えば、連続法の一種であるトノメトリー法や容積補償法を用いて血圧を計測する血圧計
としてもよいし、間欠法の一種である聴診法（コロトコフ法）を用いて血圧を計測する血
圧計を血圧計測装置としてもよい。
【０１０７】
　５－５．超音波血圧計及び加圧血圧計の組合せ
　図６は、超音波血圧計及び加圧血圧計の組合せの説明図である。超音波血圧計と、加圧
血圧計と、これらの装着腕と、血管径及び血圧の計測方式とを対応付けたテーブルを図示
している。頸部に装着するタイプの血圧計では加圧血圧計との間で装着腕は問題にならな
いため、対応する装着腕の欄には「－（無し）」が定められている。また、同一の部位に
超音波血圧計及び加圧血圧計を同時に装着することはできないため、対応する計測方式の
欄には「－（無し）」が定められている。
【０１０８】
　超音波血圧計としては、手首部に装着可能に構成された手首装着型超音波血圧計と、上
腕部に装着可能に構成された上腕装着型超音波血圧計と、頸部に装着可能に構成された首
装着型超音波血圧計とを考えることができる。また、加圧血圧計としては、上腕装着型加
圧血圧計と、手首装着型加圧血圧計とを考えることができる。
【０１０９】
　手首装着型超音波血圧計と上腕装着型加圧血圧計の組合せと、手首装着型超音波血圧計
と手首装着型加圧血圧計の組合せとは、上記の実施形態で説明した通りである。
【０１１０】
　上腕装着型超音波血圧計と上腕装着型加圧血圧計との組合せでは、装着腕が異なる場合
に計測方式が「同時」となる。上腕装着型超音波血圧計と手首装着型加圧血圧計との組合
せでは、装着腕が異なる場合に計測方式が「同時」となり、装着腕が同じ場合に計測方式
が「時分割」となる。
【０１１１】
　首装着型超音波血圧計と上腕装着型加圧血圧計との組合せでは、計測方式は「同時」又
は「時分割」となる。首装着型超音波血圧計と手首装着型加圧血圧計との組合せについて
も同様である。
【０１１２】
　５－６．相関特性
　上記の実施形態では、血管径と血圧との相関特性を表す相関式として、式（１）で表さ
れる相関式を適用する場合を例に挙げて説明した。しかし、式（１）の相関式は一例とし
て記載したものに過ぎず、これ以外の相関式を適用してもよいことは勿論である。相関式
の種類は線形／非線形を問わない。
【０１１３】
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　例えば、血管径と血圧とを線形の関係で近似した相関式として、次式（２）で表される
相関式を適用することとしてもよい。
　　　Ｐ＝Ｅ・Ｄ＋Ｂ・・・（２）
　　　但し、Ｅ＝（Ｐｓ－Ｐｄ）／（Ｄｓ－Ｄｄ）
　　　　　　Ｂ＝Ｐｄ－Ｅ・Ｄｄ
【０１１４】
　ここで、「Ｐｓ」は収縮期血圧であり、「Ｐｄ」は拡張期血圧である。「Ｄｓ」は収縮
期血管径であり、「Ｄｄ」は拡張期血管径である。また、「Ｅ」は血管の弾性を表す弾性
係数であり、「Ｂ」は相関式の切片である。
【０１１５】
　式（２）を適用して血圧推定処理を行う場合は、校正用データ取得処理で取得した校正
用データを用いて、上記の式（２）における弾性係数「Ｅ」と切片「Ｂ」の２つのパラメ
ーターを校正するようにすればよい。
【０１１６】
　なお、上記の実施形態と同様に、血管径「Ｄ」を血管断面積「Ｓ」に置き換えて式（２
）を適用することも可能である。
【０１１７】
　また、記憶部８００に記憶させる相関特性のデータは、必ずしも相関式のデータである
必要はなく、テーブル形式で血管断面指標値（血管径又は血管断面積）と血圧との相関特
性を定めたデータ（ルックアップテーブル）としてもよいことは勿論である。
【０１１８】
　５－７．校正タイミング
　上記の実施形態では、ある決められた時刻のタイミングで校正用データ取得処理を行う
ものとして説明したが、この校正用データの取得タイミングは適宜設定可能である。例え
ば、急激な気温の変化により、被検者の対象動脈の性状が変化する場合がある。そこで、
血圧計測時の気温を記憶することとし、前回計測時の気温と今回計測時の気温の温度差が
所定の閾値を超えたタイミングを校正用データの取得タイミングとして、校正用データを
取得することとしてもよい。
【０１１９】
　５－８．通信方式
　上記の実施形態では、超音波血圧計と加圧血圧計との接続を有線によって行ったが、超
音波血圧計と加圧血圧計とにそれぞれ無線通信部を設け、無線通信を利用して加圧血圧計
から血圧の計測値を取得する構成としてもよい。
【符号の説明】
【０１２０】
　１　超音波血圧計、　１Ａ　第１部位、　１Ｂ　第２部位、　２　加圧血圧計、
２Ａ　上腕装着型加圧血圧計、　２Ｂ　手首装着型加圧血圧計、　１１　ヒンジ部、
１２　操作ボタン、　１３　液晶表示器、　１４　スピーカー、　１５　帯状部、
２０　超音波センサー部、　４０　第１入力部、　６０　第２入力部、
１００　処理部、　２００　操作部、　３００　表示部、　４００　音出力部、
５００　通信部、　６００　時計部、　８００　記憶部
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